
2015年６月15日 

神奈川県知事 黒岩祐治 

第４回東京圏国家戦略特別区域会議 
神奈川県資料 



医療用ロボット市場の拡大・普及 
～医療提供施設（医療法第１条の２）の拡大～ 

湘南ロボケアセンター（藤沢市辻堂） 
１ 

看護師 

理学療法士 



医師が医療用ロボット 

を活用して治療できる施設       ロボケアセンター等の 
        専門施設に拡大！ 

新規提案 

医療法省令の改正 

１ 

脳・神経系に疾患のある 
運動器不安定症患者への 
機能再生治療 

限
定 

 病院 、診療所 

拡
大 

医師が 
指示書 

医療用ロボット市場の拡大・普及 
～医療提供施設（医療法第１条の２）の拡大～ 

歩行可能！ 
（=自立度 
を向上） 

多くの潜在ニーズ 

薬事承認 

顕在化 

【ドイツプロトコル】
基本治療 

・３か月６０回 

（週５回） 

看護師・理学療法士等 

連携 連携 

近隣医療機関 

２ 



地域限定保育士試験の本年秋実施に向けて 
～改正国家戦略特別区域法の早期施行と区域計画の早期認定を！～ 

BABY？ WORK？ 

保育所の整備 保育士の確保 

県内どこでも「待機児童ゼロ」 
を目指す！ 

３ 

神奈川県は本年10月に 
 ２回目の保育士試験を実施！ 

遅くとも８月中に 
法施行・計画認定 


